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報道関係者各位      

◆お知らせ◆ 

株式会社阪急交通社  
阪急交通社は 北海道 根室振興局 および 
根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町と 
 

「地方空港を活用した教育旅行誘致の 
連携と協力に関する協定」を締結 

  
阪急交通社（大阪市、代表取締役社長：松田誠司）は、平成 24 年に北海道根室

振興局および根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町が旅行会社など５社との

間で締結した「地方空港を活用した教育旅行誘致の連携と協力に関する協定」に今

回新たに加わり、2018 年 1 月 29 日（月）に調印式を執り行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この協定に基づく協働事業により、根室市中標津空港を利用した道東方面への教

育旅行商品の拡充を図ることで、地方公共団体や民間企業が抱える教育旅行誘致に

関わる課題解決を図ることが期待できます。地域の特性を生かした新たな観光プラ

ンや事業モデルを創出し、地域経済の活性化、交流人口の増加に繋がることが期待

されます。 

阪急交通社では、連携協定を通じ、地域社会の発展に貢献する取り組みを積極的

に行ってまいります。 

 

◆連携協定事項 

１. 教育旅行の学習メニュー及びプロモーションの充実・強化に関する事項 

２. 教育旅行の受入推進に関する事項 

３. 教育旅行の市場需要に応じた航空路線の調整・確保並びにこれらに関する事項 

４. その他、協議により必要と認められる事項 

                               
 

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社阪急交通社 広報部 

〒105-0004 東京都港区新橋 3-3-9   TEL：03-6745-7333 ／ FAX：03-6745-7351 

〒530-0001 大阪市北区梅田 2-5-25  TEL：06-4795-5711 ／ FAX：06-4795-5724 
  


